
明
治
期
の
甲
府
郵
便
局
と
通
信
日
付
印
の
変
遷

は

じ

め

に

我
国
の
近
代
郵
便
は
、
明
治
四
年
二
月

一
日
、
東
海
道
沿
い
の
東
京
大
阪
間

に
そ
の
取
扱
が
開
始
さ
れ
、
順
次
そ
の
取
扱
地
域
が
拡
大
さ
れ
て
山
梨
県
下
に

も
こ
の
新
式
郵
便
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
甲
府
に
お
け

る
郵
便
開
始
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
四
年

一
二
月
と
す
る
も
の
と
五
年
七
月
を

そ
れ
に
あ
て
る
も
の
と
の
両
説
が
あ

っ
た
が
四
年

一
二
月
の
開
設
を
正
と
す
る

も
の
が
近
年
定
説
化
さ
れ
て
来
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
資
料
に
も
と
づ
き
論

ず
る
と
と
も
に
明
治
期
の
甲
府
郵
便
局
の
変
遷
と
同
局
の
通
信
日
付
印
に
つ
い

て
述
べ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
通
信
日
付
印
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
こ
の
分
野
は
切
手
収
集

の

好
事
家
の
も
の
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
を
史
学
的
に
整
理
論
究
す
る
こ
と
に
よ
り

郵
便
史
の
一
分
野
の
地
位
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
又
資
料
の

年
代
判
定
の
一
つ
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
明
治
以
降
の
資
料
調
査

の
際
に
郵
便
物
が
出
て
来
る
場
合
、
年
月
日
の
記
載
が
あ
れ
ば
年
代
判
定
も
で

き
得
る
が
、
無
記
載
の
と
き
は
通
信
文
の
内
容
、
さ
ら
に
は
そ
の
郵
便
物
に
押

さ
れ
て
い
る
日
付
印
等
に
よ

っ
て
判
断
す
る
こ
と
と
な
り
、
郵
便
日
付
印
の
型

陽

式
を

一
応
識
る
こ
と
に
よ
り
年
代
判
定
が
容
易
と
な
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
明

治
初
期
の
郵
便
日
付
印
は
、
各
取
扱
所
で
作
成
し
た
た
め
そ
の
使
用
状
況
も
不

明
な
も
の
が
多
く
、
実
際
に
使
用
さ
れ
た
郵
便
物
よ
り
そ
の
使
用
例
を
記
録
し

編
年
し
て
ゆ
く
よ
り
方
法
が
無
い
。
今
回
、
現
在
判
明
し
て
い
る
甲
府
郵
便
局

の
通
信
日
付
印
の
変
遷
を
記
録
に
と
ど
め
、
年
代
判
定
に
資
す
る
と
と
も
に
新

資
料
の
発
見
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

甲
府
郵
便
局
の
あ
ゆ
み

『
飛
脚
便
フ
可
成
丈
簡
便
自
在

二
致
シ
候
儀
公
事

ハ
勿
論
士
民
私
用
向

二
至

ル
迄
世
上
ノ
交

二
於
テ
切
要
ノ
事

二
候
処
是
迄
商
家

二
相
任

セ
置
侯

ヨ
リ
書
状

ノ
届
方
兎
角

二
日
限
相
後
レ
其
遅
滞
ノ
甚
シ
キ

ハ
僅
数
十
里
ノ
道
法

ニ
テ
十
日

餘
モ
相
掛
り
或

ハ
終

二
達

セ
サ
ル
ノ
掛
念

モ
有
之
殊

二
急
便

ニ
ハ
賃
銭
高
値

ニ

テ
貧
窮

ノ
者
共
遠
国
近
在
互

二
其
情
フ
通
シ
兼
且
四
方
ノ
安
否
物
ノ
相
場
等

モ

急
速

二
不
相
分

ヨ
リ
道
路
不
取
留
風
説

二
惑
ヒ
候
者

モ
不
少
哉

二
相
聞

工
不
便

ノ
事

二
候
依
之
追
々
諸
街
道

へ
編
ク
飛
脚
ノ
御
仕
法
被
為
立
遠
近
ノ
人
情
ヲ
通

シ
四
方
ノ
模
様

モ
急
速
相
分
り
上
下

一
般
急
便
ノ
書
通
自
由

二
出
来
為
致
候
御

趣
意

ニ
テ
先
試
ノ
為

メ
来
ル
三
月
朔
日
ヨ
リ
京
都
迄
三
十
六
時
大
阪
迄
三
十
九

員卜
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時
限
ノ
飛
脚
毎
日
御
差
立
両
地

ハ
勿
論
東
海
道
筋
駅
々
四
五
里
四
方
ノ
村
々
並

勢
州
美
濃
路

モ
右
幸
便
フ
以
相
達
シ
候
様
ノ
御
仕
法
相
成
候
條
其
意
ヲ
得
書
状

差
出
人
心
得
書

ノ
通
可
致
事
』
　

＞」
れ
は
明
治
四
年

（
一
八
七

一
）
正
月
二
四

日
付
の
郵
便
創
業
に
関
す
る
太
政
官
布
告

の
前
文
で
あ
る
。
そ
し
て
新
式
郵
便

は
三
月

一
日
に
東
海
道
筋
に
開
始
さ
れ
る
。
さ
ら
に
同
年
七
月

一
五
日
か
ら
は
、

東
京
横
浜
間
に
郵
便
が
開
始
さ
れ
る
に
際
し
、
横
浜
か
ら
武
州
原
町
田

（
六
里
）
、

八
王
子

（
一
二
里
）
、
川
越

（
二
〇
里
）
、
上
州
桐
生

（
三
三
里
）
、
高
崎

（
三
六
里
）
、
富
岡

（
四

一
里
八
町
）
、
甲
州
甲
府

（
三
六
里
）
、
信
州
上
国

（
五
七
里
）
の
各
地

へ
別
仕
立
郵
便
が
は
じ
め
ら
れ
た
。
開
港
地
横
浜
と
上
記

各
地
は
日
本
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
呼
ば
れ
る
生
糸
の
送
ら
れ
た
道
で
も
あ
り
、

こ
の
道
に
郵
便
が
は
じ
め
ら
れ
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
四
年
七
月
の
横
浜

甲
府
間
の
郵
便
取
扱
開
始
が
新
式
郵
便
に
甲
府
が
出
現
す
る
最
初
で
あ
る
が
、

こ
の
時
の
郵
便
は
横
浜
局
に
郵
便
物
が
差
し
出
さ
れ
る
と
特
別
に
人
足
を
出
し

て
甲
府
迄
配
達
す
る
と
云
う
も
の
で
甲
府
に
は
郵
便
を
扱
う
と
こ
ろ
は
無
か
っ

た
の
で

一
方
的
な
通
信
形
態
で
あ

っ
た
。
特
別
に
人
足
を
仕
立
て
る
と
こ
ろ
か

ら
別
仕
立
郵
便
と
呼
ば
れ
、
横
浜
甲
府
間
三
六
里
信
書

一
通
二

一
貫
六
百
文
と

云
う
料
金
で
あ

っ
た
。
当
時
実
際
に
送
ら
れ
た
郵
便
物
は
現
在
未
発
見
で
あ
る
。

信
書
を
差
出
し
、
配
達
す
る
こ
と
の
で
き
る
郵
便
取
扱
所
が
甲
府
に
出
現
す
る

の
は
こ
れ
か
ら
五
ケ
月
後
の
明
治
四
年

一
二
月
に
な

っ
て
か
ら
で
あ
る
。
東
海

道
大
阪
ま
で
の
郵
便
線
路
は
山
陽
道
を
通

っ
て
長
崎
迄
延
長
さ
れ
る
の
に
あ
た

り
、
東
海
道
吉
原
駅
よ
り
甲
府
柳
町
駅
ま
で
郵
便
枝
道

（支
線
）
が
開
設
さ
れ
、

こ
れ
に
先
立
ち
、
山
梨
県
庁
よ
り
つ
ぎ
の
布
達
が
出
さ
れ
た
。

『
今
般
東
京

ヨ
リ
東
海
道
筋
長
崎
迄
郵
便
開
被
仰
出
侯
　
右
東
海
道
筋
最
寄

三
十
里
之
場
所

工
枝
道
郵
便
御
開
付
甲
府
柳
町
駅

工
右
取
扱
所
フ
設
ケ
東
海
道

吉
原
駅

工
便
達
之
積
当
月
十
六
日
フ
初
ト
ン
テ
月
々
一
六
之
日
フ
発
途

二
取
極

右
柳
町
加
藤
源
六
郎

二
取
扱
申
付
　
郵
便
賃
銭
切
手
同
人
方

二
而
売
下
候
筈
候

条
東
京
弄
西
京
大
阪
其
他
同
道
中
筋
近
傍

工
書
状
其
外
差
出
度
候
者

ハ
一
六
日

前
日
夕
七
時
迄

二
柳
町
取
扱
所
郵
便
書
状
箱

工
可
差
入
　
右
者
海
内

一
般
御
開

二
相
成
侯
趣
意

二
而
至
極
弁
理
之
儀

二
付
馴
無
懸
念
　
別
紙
規
則
之
通
相
心
得

郵
便
フ
以
而
書
簡
其
ノ
外
往
復
可
致
候

辛
未
年
十
二
月
七
日
　
山
梨
県
庁
』

（以
下
郵
便
規
則
略
）

こ
れ
に
よ
り
、
甲
府
柳
町
三
二
番
地

（現
在
の
甲
府
市
中
央
四
丁
目
四
番
、

柳
町
大
神
宮
の
西
側
）
の
従
来
の
柳
町
問
屋
に
同
問
屋
役
で
あ

っ
た
加
藤
源
六

郎
を
郵
便
取
扱
人
と
し
て
甲
府
郵
便
取
扱
所
が
開
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

が
甲
府
郵
便
局
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
な
お
甲
府
吉
原
間
の
郵
便
は
、
記
録
が

残

っ
て
い
な
い
の
で
確
実
な
こ
と
は
判
ら
な
い
が
中
道
往
還
を
通

っ
て
い
た
と

推
定
さ
れ
る
。

明
治
五
年

（
一
八
七
三
）
五
月
に
な
る
と
信
書

の
逓
送
は
政
府
の
専
掌
と
な

り
、
徳
川
時
代
二
百
年
の
歴
史
を
持

つ
飛
脚
屋
は
小
荷
物
の
逓
送
の
み
を
業
と

す
る
運
輸
機
構
で
あ
る
陸
運
会
社

へ
と
移
行
す
る
。

同
年
七
月

一
日
か
ら
は
、
国
内

一
般
諸
道
に
郵
便
を
開
く
こ
と
と
な
り
、
甲

州
道
沿
い
に
山
梨
県
下
に
上
野
原
、
鳥
沢
、
初
狩
、
勝
沼
、
石
和
の
五
打
所
と

市
川
、
谷
村
の
ニ
ケ
所
、
計
七
ケ
所
に
郵
便
取
扱
所
が
設
け
ら
れ
、
甲
府
郵
便

取
扱
所
は
甲
府
郵
便
役
所
に
昇
格
し
た
。

山
梨
県
立
図
書
館
蔵
若
尾
資
料
の
中
に

『
郵
便
電
信
資
料
』
と
題
す
る
冊
子

が
あ
る
。

（
″
交
通
第
五
号
九
冊
之
内
七
″
と
朱
書
）
こ
の
最
後
に
甲
府
郵
便

局
の
罫
紙
九
枚
に
書
か
れ
た
無
題
の
記
録
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は

『
第

一　
局
の
来
歴
　
明
治
五
年
七
月

一
日
始
メ
テ
郵
便
役
所
フ
甲
府
柳
町
二
十
二

番
地

二
置
カ
ル
』
ま
た

『
第
二
　
事
業
　
明
治
五
年
七
月

一
日
初

メ
テ
郵
便
事
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務
フ
開
始
セ
ラ
ル
』
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
各
郵
便
局
に
保
管
さ
れ
て

い
る
そ
の
局
の
主
要
事
項
を
記
録
し
た

『
局
概
要
書
』
よ
り
抜
き
書
き
記
載
し

た
も
の
で
、
内
容
等
か
ら
大
正
六
年
頃
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
、
こ
の
局
概

要
書
を
根
本
資
料
と
し
て
使
用
す
れ
ば
甲
府
郵
便
取
扱
所
の
部
分
が
削
除
さ
れ
、

甲
府
郵
便
役
所
に
昇
格
し
た
明
治
五
年
七
月

一
日
を
も

っ
て
甲
府
に
お
け
る
郵

便
取
扱
開
始
の
日
と
す
る
こ
と
と
な

っ
て
し
ま
う
。
明
治
四
年

一
二
月
に
柳
町

に
郵
便
取
扱
所
が
設
置
さ
れ
、
郵
便
の
取
扱
の
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
業
務
が
行

わ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
明
治
五
年
七
月

一
日
を
甲
府
郵
便
局
の
日
と
す

る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

明
治
六
年
六
月
に
は
甲
府
か
ら
上
諏
訪
ま
で
郵
便
が
開
か
れ
、
甲
州
道
中
全

域
に
郵
便
線
路
が
通
る
こ
と
と
な
る
。

『
今
般
甲
府
柳
町
駅
よ
り
信
州
上
諏
訪
迄
郵
便
相
開
き
毎
月
彼
の
地
よ
り
三

の
日
、
当
地
よ
り
八
の
日
を
以
往
復
候
條
信
書
差
出
方
之
儀
は
都
而
郵
便
規
則

に
照
準
い
た
志
各
地
取
扱
所

へ
可
差
出
事
　
但
台
ケ
原
韮
崎
の
両
駅
江
更
に
取

扱
所
可
相
設
候
事

右
之
趣
管
内
無
洩
相
達
候
者
也

明
治
六
年
六
月
十
八
日
　
山
梨
県
権
令
藤
村
紫
朗
』

続
い
て
翌
明
治
七
年
五
月

一
日
に
は
甲
府
よ
り
東
海
道
興
津
間
に
郵
便
線
路

が
開
か
れ
、
富
士
川
沿
い
に
郵
便
取
扱
所
が
設
置
さ
れ
た
。

『
今
般
甲
府
柳
町
駅
よ
り
東
海
道
奥
津
迄
郵
便
相
開
き
別
紙
駅
々
江
取
扱
所

を
設
け
、
毎
月
彼
の
地
よ
り
二
、
四
、
七
、
九
、
の
日
当
地
よ
り
三
、
八
、
五
、

十
の
日
を
以
往
復
侯
條
信
書
其
外
共
差
出
方
の
儀
は
都
而
郵
便
規
則

二
照
準
致

志
最
寄
取
扱
所

へ
可
差
出
事
　
右
の
趣
管
内
無
洩
相
達
者
也

明
治
七
年
五
月
十
二
日
　
山
梨
県
権
令
藤
村
紫
朗

鰍
沢
駅
、
八
日
市
場
駅
、
相
又
駅
、
南
部
駅
、
万
沢
駅
』

さ
ら
に
明
治
七
年
七
月

一
日
に
は
山
梨
県
下
主
要
各
地
三
七
ケ
所
に
取
扱
所

が
設
置
さ
れ
、
合
計
五

一
ケ
所
の
郵
便
取
扱
所
と
甲
府
郵
便
役
所

一
ケ
所
を
数

え
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
郵
便
役
所
、
取
扱
所
の
名
称
は
明
治
八
年

（
一
八
七

五
）

一
月
か
ら
す
べ
て
郵
便
局
と
呼
ば
れ
る
こ
と
と
な
り
現
在
に
至

っ
て
い
る
。

以
下
年
を
追

っ
て
甲
府
郵
便
局
の
変
遷
を
み
て
み
る
。

明
治
八
年

一
月
　
郵
便
為
替
業
務
取
扱
開
始
、
同
九
年
三
月
　
甲
府
局
で
郵

便
貯
金
業
務
取
扱
開
始
、
明
治

一
〇
年
二
月
　
局
舎
を
柳
町
よ
り
常
盤
町
新
四

番
地
に
移
転
、　
一
一
年
九
月
　
局
舎
を
八
日
町
二
五
番
地
に
移
転
、
明
治

一
二

年
六
月
　
東
京
四
谷
か
ら
甲
府
ま
で
電
信
線
架
設
さ
れ
甲
府
で
電
信
業
務
を
開

始
す
る
。
常
盤
町
に
甲
府
電
信
分
局
が
設
置
さ
れ
る
。

明
治

一
三
年
五
月
、
明
治
天
皇
山
梨
県
下
ご
巡
幸
に
際
し
、
甲
府
よ
り
長
野

県
ま
で
電
信
線
延
長
、
明
治

一
五
年

（
一
八
八
三
）

一
二
月
　
郵
便
条
例
を
制

定
し
、
遠
近
均

一
料
金
制
と
な
る
。
こ
れ
は
、
明
治
六
年

（
一
八
七
三
）
に
公

布
さ
れ
、
毎
年
の
様
に
改
定
さ
れ
て
き
た
郵
便
規
則
を
大
幅
に
改
正
し
て
郵
便

事
業
の
基
礎
法
令
の
基
礎
と
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
翌
明
治

一
六
年

一
月
よ

り
実
施
さ
れ
た
。
従
来
書
状
の
基
本
料
金
二
匁
ま
で
二
銭
、
た
だ
し
市
内
郵
便

と
も
云
え
る
同

一
局
地
内
を
相
互
に
発
着
す
る
も
の
は
半
額
の
一
銭
、
ま
た
局

の
な
い
在
所

へ
配
達
す
る
場
合
は
別
仕
立
て
と
し
て
追
加
料
金
が
必
要
な
ど
と

云
う
も
の
を
全
国
距
離
に
関
係
な
く

一
率
の
二
叙
ま
で
二
銭
と
す
る
な
ど
今
日

の
郵
便
法
に
近
づ
い
た
体
型
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
と
と
も
に
明
治

一
六
年
二

月
に
は
駅
逓
区
編
成
法
が
制
定
さ
れ
て
こ
れ
ま
で
各
県
の
県
庁
郵
便
掛
が
担
当

し
て
い
た
郵
便
事
業
の
指
導
監
督
を
中
央
の
駅
逓
局

（郵
政
省
の
前
身
）
が
直

接
行
う
こ
と
に
改
め
、
創
業
以
来
、
政
府
と
各
県
の
二
本
立
て
で
行
わ
れ
て
い

た
郵
便
事
業
の
指
導
監
督
は
山
梨
県
の
手
を
は
な
れ
、
中
央
政
府
に
よ

っ
て
行

わ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
山
梨
県
で
は
、
こ
れ
に
先
立
つ
明
治

一
五
年

（
一
八
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八
二
）
六
月
に
県
令
藤
村
紫
朗
名
で
県
下
各
郵
便
局
の
集
配
受
持
ち
区
域
が
定

め
ら
れ
て
い
る
。

『
当
管
内
各
郵
便
局
市
内
外
区
別
及
ヒ
郵
便
投
書
函
設
置
之
箇
所
別
表
之
通

相
定

メ
来
ル
七
月

一
日
ヨ
リ
施
行
候
條
此
旨
告
示
候
事
　
但
本
文
新
置

二
係
ル

郵
便
函

ハ
各
村
役
場
前

二
設
置
ノ
筈

二
候
條
通
常
郵
便
物

ハ
各
自
適
宣

二
右
函

へ
投
入
ス
ヘ
シ

明
治
十
五
年
六
月
十
八
日
　
山
梨
県
令
藤
村
紫
朗
』

別
表
　
山
梨
県
各
郵
便
局
市
内
外
区
別
表

表
中
○

ハ
投
書
画
設
置
セ
ツ
町
村

ニ
シ
テ
△
フ
付
セ
シ
ハ
為
換
金
取
扱
局

ノ
印

ト

ス

甲 △

府

局

　

名

西山梨

郡
　
名

錦
○
常
盤
　
桜
　
紅
梅

弥
生
　
境
　
春
日
　
橋

○
泉
　
若
松
　
水
門

富
士
見
　
朝
日
　
日
向

花
園
　
竪
近
習
　
横
近

習
　
柳
　
緑
　
相
生

桶
屋
　
鍛
治
○
太
田

富
士
川
○
山
田
　
魚
○

八
日
　
一二
日
　
穴
山

金
手
　
城
屋
　
上

一
条

下

一
条
○
和
田
平
　
上

連
雀
　
下
連
省
工
　
愛

宕
　
一死
連
雀
　
一死
紺
屋

広
庭
　
新
紺
屋
　
横
田

元
柳
　
一死
城
屋
　
細
工

市

内

町

村

名

塩
部
　
稲
門

ノ
内
○
遠
光

寺
　
朝
気

○
住
吉
○
山

城
○
朝
井
○

国
里
○
清
田

○
千
塚
○
千

代
田
飯
沼
ノ
内
○

上
飯
田
　
西

青
沼
大
宮
○
里
垣

相
川
ノ
内

上
積
翠
寺

下
積
翠
寺

市
外
村
名

局

　

名

郡
　
名

大
工
　
○
竪
　
一死
緑

元
穴
山
　
久
保
　
新
柳

白
木
　
袋
　
御
崎
　
一死

二
日
　
廣
小
路
　
八
幡

墨
　
手
子

（以
上
町
）

裕
門
ノ
内
代
官
　
一一一吉

蔵
田
　
深
町

湯
田

相
川
ノ
内
納
戸
　
宮
前

相
川
　
横
沢

新
青
沼

飯
沼
ノ
内
甘
人
　
百
石

田
町
　
穴
切

新
町

市

内

町

村

名

塚
原
　
小
松

和
国
○
古
府

中
　
岩
窪

市
外
村
名
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甲府郵便局の日付印変遷図

期
絡
士
丹
ュ
β
６
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郵
便
函
　
郵
便
ポ
ス
ト
の
こ
と

市
内

・
市
外
　
郵
便
局
の
集
配
方
法
は
、
そ
の
受
持
区
域
の
広
狭
に
応
じ

て
い
く
つ
か
の
区
画
を
作
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
集
配
人
を
配
置
す
る

が
、
人
口
初
密
な
地
区
は
郵
便
の
量
も
増
え
、
取
集
め
や
配
達

の

回
数
も
多
く
な
る
。
こ
の
取
扱
回
数
に
よ
り
郵
便
市
内
区
、
市
外

区
と
区
別
す
る
。
こ
れ
は
行
政
区
の
市
内
、
市
外
と
は
異
な
る
。

明
治

一
八
年

（
一
八
八
五
）
五
月
　
局
舎
を
柳
町
二
丁
目
三
九
番
地
に
移
転
、

こ
の
年

一
二
月
に
駅
逓
局
は
通
信
省
と
な
る
。
明
治

一
九
年

六
月
郵
便
市
内
区

の
集
配
回
数
を
四
回
と
す
る
。
明
治
三
二
年

（
一
八
八
九
）
七
月
　
甲
府
電
信

分
局
を
併
局
し
て
甲
府
郵
便
電
信
局
と
改
称
、
こ
の
年
、
甲
府
に
市
制
施
行
さ

れ
る
。
明
治
二
三
年
二
月
　
局
舎
を
八
日
町
三

一
番
地

（現
中
央
三
丁
目

一
一

番

一
二
号
）
に
移
転
す
る
。
木
造
瓦
言
二
階
建
て
で
外
壁
は
下
見
板
張
リ
ペ
ン

キ
仕
上
げ
と
云
う
洋
風
建
築
で
大
正

一
二
年
の
関
東
大
震
災
に
は
屋
根
や
外
壁

に
損
害
が
あ

っ
た
が
昭
和
六
年
ま
で
八
日
町
通
り
で
使
用
さ
れ
て
い
た
た
め
、

明
治
大
正
生
れ
の
方
で
記
憶
さ
れ
て
い
る
人
も
多
い
。
明
治
三
六
年

一
二
月

通
信
官
署
改
正
に
よ
り
甲
府
郵
便
電
信
局
は
再
び
甲
府
郵
便
局
と
改
称
す
る
。

明
治
三
九
年

一
〇
月
電
話
交
換
事
務
開
始
、
ま
た
こ
の
頃
よ
り
甲
府
市
内
に
丸

型
の
赤
い
ポ
ス
ト
が
設
置
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
甲
府
局
は
昭
和
六
年

（
一
九
二

一
）
二
月
、
錦
町

一
番
地

（現
中
央

一
丁
目

一
人
番
）
に
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト

三
階
建

の
近
代
建
築
が
落
成
し
た
の
で
移
転
、
甲
府
空
襲
に
も
焼
け
残
り
、
敗

戦
を
迎
え
る
が
甲
府
市
復
興
に
大
き
な
功
績
を
あ
げ
、
局
舎
狭
あ
い
の
為
に
昭

和
四
九
年

（
一
九
七
四
）
太
田
町
六
番

一
〇
号
に
局
舎
を
新
築
移
転
し
現
在
に

至

っ
て
い
る
。
な
お
錦
町
の
旧
局
舎
は
甲
府
市
役
所
の
庁
舎
と
し
て
活
用
さ
れ

て
い
る
。

通
信
日
付
印
の
う
つ
り
か
わ
り

一
般
に
ス
タ
ン
プ
と
呼
ば
れ
て
郵
便
物
に
押
さ
れ
て
い
る
印
は
、
正
式
に
は

『
通
信
日
付
印
』
と
称
さ
れ
る
。
郵
趣
家
は

『
郵
便
印
』
と
も
呼
ぶ
。
当
初
は

郵
便
切
手
の
再
用
を
防
ぐ
た
め
の
も
の
で
あ

っ
た
の
が
、
発
信
局
や
年
月
日
を

明
確
に
す
る
必
要
か
ら
、
数
度
に
わ
た
る
変
遷
を
経
て
現
行
の
型
と
な

っ
て
い

ＺＯ
。明

治
初
期
の
通
信
日
付
印
は
各
郵
便
役
所
、
取
扱
所
が
独
自
で
印
を
作
成
し

た
た
め
、ハ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
取
扱
量
も
少
な
か

っ
た

こ
と
も
あ
り
、
切
手
を
消
す
た
め
の
印

（抹
消
印
と
云
う
）
と
発
信
局
を
示
す

印

（差
立
証
示
印
と
云
う
）
の
複
数
の
郵
便
印
を
使
用
し
た
局
が
多
い
。
ま
た

証
示
印
は
郵
便
物
が
中
継
局

（例
え
ば
東
京
―
甲
府
―
鰍
沢
と
経
由
し
た
と
き
、

甲
府
局
は
中
継
局
と
な
る
）
を
経
た
時
に
は
中
継
証
示
印
と
し
て
郵
便
物
に
押

さ
れ
、
目
的
地
に
到
着
し
た
と
き
に
は
到
着
証
示
印
あ
る
い
は
配
達
証
示
印
と

し
て
押
印
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
明
治
期
の
郵
便
物
を
み
る
と

一
通
の
郵
便
物

に
い
く
つ
も
の
郵
便
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
差
立
局
印
は
ど
れ
か
、
中
継
印
が

あ
る
か
な
い
か
、
到
着
印
は
ど
れ
か
と
み
て
行
く
と
そ
の
郵
便
物
の
逓
送
経
路
、

年
月
日
も
判
明
で
き
る
。

現
在
、
判
明
し
て
い
る
甲
府
郵
便
局
使
用
の
通
信
日
付
印
の
最
古
の
も
の
は

図
１
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
明
治
五
年
八
月
二
〇
日
の
日
付
で
甲
府
に
到

着
し
た
郵
便
物
に
到
着
証
示
印
と
し
て
押
さ
れ
た
も
の
で
こ
れ

一
点
の
み
の
報

告
で
あ
る
た
め
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
年
数
字
無
し
、
八
月
二
〇
日
は
筆
書
き

と
な

っ
て
い
る
。

五
年

一
一
月
六
日
に
は
図
２
の
型
式
の
も
の
が
使
わ
れ
て
い
る
。
図
１
と
異

な
る
の
は
年
が
干
支
で
証
示
さ
れ
、
年
月
日
が
差
替
え
式
の
も
の
と
な
り
、
名
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称
は
甲
府
郵
便
役
所
で
な
く
甲
府
郵
便
扱
所
と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
到
着
証

示
印
と
し
て
押
さ
れ
て
い
る
他
に
五
点
ほ
ど
の
デ
ー
タ
ー
の
発
表
が
あ
る
。
切

手
を
消
す
た
め
の
抹
消
印
と
し
て
は
図
３
の
も
の
が
使
わ
れ
て
い
る
。
甲
府
の

下
の
文
字
は
検
査
の
二
字
が
入
る
。
現
存
す
る
も
の
で
こ
の
印
が
は
っ
き
り
と

押
さ
れ
た
郵
便
物
が
未
発
見
で
あ
る
の
は
残
念
で
あ
る
。
こ
の
地
名
入
検
査
済

印
は
、
東
海
道
沿
線
の
郵
便
取
扱
所
や
、
明
治
五
年
頃
迄
に
開
設
さ
れ
た
各
役

・

取
扱
所
で
使
用
し
て
い
る
の
で
、
甲
府
の
場
合
も
図
３
で
切
手
を
消
し
、
図
２

を
差
立
証
示
印
と
し
て
使
用
し
て
来
た
が
、
明
治
五
年
七
月
甲
府
郵
便
役
所
と

な
る
に
お
よ
び
図
１
の
も
の
を
使
用
し
た
が
年
の
表
示
が
な
く
、
ま
た
月
日
の

表
示
も
な
ん
ら
か
の
事
由
か
ら
手
書
き
と
な

っ
た
た
め
、
と
り
あ
え
ず
開
業
時

か
ら
使
用
し
て
い
る
図
２
の
も
の
を
使
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
。

な
お
こ
の
印
の
使
用
は
六
年
四
月
四
日
が
最
新
デ
ー
タ
ー
と
な

っ
て
い
る
。

同
年
四
月
二
四
日
に
は
図
４
の
印
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
年
表
示
が
干

支
で
な
く
明
治
〇
年
と
な
り
、
甲
州
、
甲
府
　
中
央
部
に
郵
便
役
所
と
表
示
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
も
証
示
印
と
し
て
使
用
さ
れ
、
六
年
七
月
二
四
日
が
最
新
デ
ー

タ
で
あ
る
。
抹
消
印
と
し
て
使
わ
れ
て
来
た
図
３
の
甲
府
検
査
済
印
は
印
自
体

も
大
型
で
押
し
づ
ら
か
っ
た
た
め
か
、
デ
ー
タ
ー
の
多
く
残

っ
て
い
る
横
浜
で

は
上
部
の
地
名
と
検
の
字
の
み
を
押
す
様
に
し
た
、
い
わ
ゆ
る

『
頭
消
し
』
と

い
わ
れ
る
消
印
方
法
を
行
な

っ
た
り
、
東
海
道
興
津
で
は
地
名
と
倹
の
字
を
残

し
て
短
く
切
断
し
た
も
の
を
使
用
し
た
り
し
た
。
そ
こ
で
甲
府
に
お
い
て
も
図

５
の
様
に
切
手

一
枚
分
の
大
き
さ
に

『
甲
府
検
』
と
表
示
し
た
抹
消
印
を
使
用

し
た
。
デ
ー
タ
と
し
て
は
明
治
六
年
七
月
二
四
日
、
図
４
の
印
と
と
も
に
押
さ

れ
た
郵
便
物
が
残

っ
て
い
る
。

明
治
六
年

一
一
月
二
日
に
は
図
６
の
明
治
、
年
、
月
、
日
と
表
示
し
た
日
付

専
門
の
印
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
中
継
証
示
印
と
し
て
押
さ
れ
て
い
る

の
で
抹
消
印
あ
る
い
は
差
立
証
示
印
と
し
て
ど
の
印
が
使
用
さ
れ
た
か
は
わ
か

ら
な
い
が
、
抹
消
印
と
し
て
図
５
の

『
甲
府
検
』
印
と
、
年
月
日
の
表
示
に
図

６
の
も
の
が
使
わ
れ
、
図
４
の
印
は
使
用
を
や
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

明
治
七
年
三
月
に
は
図
７
の
よ
う
な
丸
型
の
郵
便
印
が
使
わ
れ
る
。
二
重
丸

の
中
心
に

『
甲
州
』
、
外
周
円
内
に

『
甲
府
郵
便
役
所
』
と
入

っ
て
い
る
。
残

っ

て
い
る
郵
便
物
を
み
る
と
、
こ
の
印
で
切
手
を
消
す
抹
消
印
、
中
継
証
示
印
、

到
着
印
の
三
役
を
こ
な
し
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
現
代
の
通
信
日
付
印
と
同

様
な
役
割
を
も
つ
印
に
近
く
な

っ
て
来
て
い
る
。
残
さ
れ
た
デ
ー
タ
ー
も
多
く
、

七
年
六
月
迄
使
わ
れ
て
い
る
。

明
治
七
年

一
〇
月
に
な
る
と
甲
府
に
お
い
て
最
初
の
官
給
品
で
あ
る
通
信
日

付
印
が
使
用
さ
れ
る
。
こ
れ
は
同
心
円
の
二
重
円
の
内
円
に
局
名
、
外
円
に
国

名
、
郡
名
、
月
、
日
等
を
表
示
し
た
全
国
統

一
型
式
の
印
で
あ
る
。
円
環
は
黄

銅
製
、
文
字
は
水
牛
を
使

っ
た
も
の
で
棒
状
の
印
で
あ
る
。
東
京
大
阪
等
の
大

局
で
は
年
号
表
示
が
さ
れ
て
い
る
が
、
中
等
以
下
の
使
用
局
で
は
年
号
が
省
略

さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
日
付
印
が
押
さ
れ
て
い
て
も
年
号
の
判
定
に
苦
労
す

る
印
と
な

っ
て
い
る
。
日
付
印
の
型
か
ら
郵
趣
家
は
こ
れ
を
二
重
丸
印
と
呼
ん

で
い
る
。

甲
府
に
お
い
て
最
初
に
使
用
さ
れ
る
二
重
丸
印
は
図
８
の
型
式
の
も
の
、
中

心
に

『
甲
府
』
、
そ
の
上
部
に
国
名
の

『
甲
斐
』
、
続
い
て
郡
名
の

『
山
梨
』
、

以
下
月
、
日
を
表
示
し
て
い
る
。
使
用
期
間
は
、
明
治
七
年

一
〇
月
か
ら
明
治

一
二
年

一
〇
月
二
〇
日
迄
の
使
用
デ
ー
タ
ー
が
あ
る
。

こ
れ
と
と
も
に
切
手
を
抹
消
す
る
専
用
印
が
全
国
主
要
街
道
沿
い
の
局
で
使

用
さ
れ
た
。
こ
の
使
用
基
準
、
使
用
局
等
は
関
東
大
震
災
で
逓
信
省
が
罹
災
し

た
た
め
関
係
資
料
が
無
く
、
残
さ
れ
た
郵
便
物
等
に
よ
り
郵
趣
家
が
調
べ
て
い

る
の
が
現
状
で
あ
る
。
山
梨
県
下
で
は
次
の
一
五
ケ
所
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
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甲
斐
国
の
割
当
符
号
は

『
チ
』
、
そ
の
番
号
割
ふ
り
の
根
拠
は
不
明
で
あ
る
。

テ
第
壱
号
甲
府
、
チ
第
武
号
鳥
沢
、
チ
第
参
号
初
狩
、
チ
第
四
号
上
谷
、
チ
第

五
号
勝
沼
、
チ
第
六
号
石
和
、
チ
第
七
号
市
川
大
門
、
チ
第
八
号
上
野
原
、
チ

第
九
号
韮
崎
、
チ
第

一
〇
号
台
ケ
原
、
テ

一
一
号
万
沢
、
チ

一
二
号
相
又
、
チ

一
三
号
鰍
沢
、
チ

一
四
号
南
部
、
チ

一
五
号
八
日
市
場
と
な

っ
て
い
る
。
郵
趣

家
で
は
こ
の
印
を
記
号
入
番
号
消
印
、
略
し
て
記
番
印
と
呼
ん
で
い
る
。
図
９

が
そ
の
記
番
印
甲
府
局
の
も
の
で
あ
る
。
明
治
七
年

一
二
月

一
七
日
よ
り
、
中

途
使
用
し
な
い
時
期
を
含
め
、
最
終
デ
ー
タ
は
明
治

一
二
年

一
〇
月
二
四
日
と

な

っ
て
い
る
。

明
治

一
一
年

（
一
八
七
八
）

一
二
月

一
九
日
、
郡
区
町
村
編
成
法
に
よ
り
、

従
来
の
四
郡
が
九
郡
と
な
り
、
甲
府
は
山
梨
郡
か
ら
西
山
梨
郡
と
な
る
。
こ
れ

に
と
も
な
い
甲
府
郵
便
局
の
日
付
印
も
山
梨
の
表
示
を
西
山
梨
と
改
め
た
。
図

１０
が
そ
れ
で
あ
る
。
明
治

一
二
年

一
〇
月
三

一
日
よ
り
明
治

一
六
年

一
〇
月
迄

の
使
用
デ
ー
タ
ー
が
あ
る
。

明
治

一
六
年
末
期
に
は
、
従
来
の
郡
名
を
除
き
、
時
間
表
示
と
も
云
え
る
便

号
を
入
れ
た
日
付
印
が
使
用
さ
れ
る
。
こ
れ
は
山
梨
県
下
に
お
い
て
も
郵
便
物

の
取
扱
量
の
多
い
局
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
図
１１
が
そ
れ
で
、
国
名
、
月
、
日
、

そ
し
て
便
号
が

『
ひ
ら
が
な
』
で
表
示
さ
れ
て
い
る
。
デ
ー
タ
ー
と
し
て
は
、

明
治

一
六
年

一
二
月

一
五
日
よ
り

一
九
年
二
月

一
日
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

明
治

一
九
年

（
一
人
八
六
）
二
月
に
な
る
と
、
甲
府
局
で
は
年
号
、
便
号
の

表
示
さ
れ
た
印
が
使
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
明
治
七
年
以
来
表
示
さ
れ
て
来
た
国

名
を
除
き
、
そ
こ
に
年
号
を
入
れ
た
も
の
で
山
梨
県
下
で
は
甲
府
局
の
み
の
使

用
で
あ
る
。
図
１２
の
如
く
、
年
号
、
月
、
日
、
そ
し
て
便
号
が
図
１１
の

『
ひ
ら

が
な
』
か
ら

『
カ
タ
カ
ナ
』

へ
と
移

っ
て
い
る
。
こ
の
印
は
当
初
、
切
手
を
消

す
抹
消
印
と
証
示
印
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
全
国
主
要
局
で
現
在
、

郵
趣
家
が

『
拇
太
印
―
ボ
タ
印
』
と
呼
ん
で
い
る
抹
消
専
用
の
印
が
使
用
さ
れ

る
と
と
も
に
証
示
印
的
性
格
を
持

つ
日
付
印
と
な

っ
た
。

局
名
の
一
字
を
小
判
型
の
印
顆
に
彫
り
込
ん
だ

ユ
ニ
ー
ク
な
こ
の
印
は
、
横

浜
は

『
Ｙ
』
、
大
阪

『
０
』
、
静
岡

『
シ
ツ
』
、
長
野

『
ナ
ノ
』
、
宮
崎

『
ミ
』

の
如
く
英
字
、
カ
タ
カ
ナ
、
漢
字
等
で
表
示
さ
れ
て
い
る
。
甲
府
局
は
甲
府
の

『
甲
』
を
使

っ
た
。
こ
の
印
は
図
１２
の
印
と
連
結
し
て
お
り
、
切
手
を
消
印
す

る
と
自
然
に
証
示
印
と
し
て
の
図
１２
の
印
が
押
さ
れ
る
様
に
な

っ
て
い
る
。
図

・２
は
押
印
さ
れ
た
状
態
で
あ
り
、
郵
趣
家
は
こ
の
印
を
下
駄
印
と
も
呼
ん
で
い

る
。
デ
ー
タ
ー
は
明
治

一
九
年

一
〇
月

一
〇
日
よ
り
二
一
年
八
月
三

一
日
ま
で

と
な

っ
て
い
る
。

明
治
二

一
年
九
月

一
日
か
ら
逓
信
省
で
は
全
国

一
斉
に
新
型
式
の
通
信
日
付

印
を
使
用
す
る
こ
と
と
し
た
。
図
１３
が
そ
れ
で
あ
る
。
形
態
か
ら
郵
趣
家
は
こ

れ
を
丸

一
型
日
付
印
と
呼
が
、
円
型
の
上
部
を
横
に
区
切

っ
て
国
名
、
局
名
、

下
欄
に
は
年
、
月
、
日
、
最
下
欄
に
便
号
が
入

っ
て
い
る
。
甲
府
局
に
お
い
て

も
二

一
年
九
月

一
日
よ
り
使
用
を
開
始
、
初
め
は
ト
ビ
印
の
肉
汁
を
使
用
し
た

が
後
黒
印
と
な

っ
た
。
便
号
は
イ
便
か
ら
チ
便
ま
で
あ
る
。

明
治
三
八
年

（
一
九
〇
五
）
六
月
に
は

『
通
信
日
付
印
規
定
』
が
制
定
さ
れ

て
、
通
信
日
付
印
の
基
礎
法
が
定
ま

っ
た
。
こ
れ
に
も
と
ず
き
図
１３
の
丸

一
型

日
付
印
は
図
１４
の
様
に
郵
趣
家
が

『
櫛
型
印
』
と
呼
ん
で
い
る
型
式
に
改
ま
る
。

甲
府
局
で
こ
の
印
が
使
用
さ
れ
る
の
は
明
治
三
九
年

一
月
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

円
を
三
分
割
し
て
上
欄
に
局
名
、
中
欄
は
年
月
日
、
下
欄
は
そ
の
日
付
印
の
使

用
時
刻
を
表
示
し
た
も
の
が
基
本
型
で
あ
る
。
当
時
の
甲
府
局
は
二
等
局
で
あ

っ

た
の
で
時
間
帯
は
五
十
七
、
七
十
九
、
九
十
二

一
の
如
く
二
時
間
区
切
り
と
な

っ

て
い
る
。
こ
の
日
付
印
の
型
式
は
、
時
刻
表
示
の
改
正
、

（現
在
は
全
国
統

一

の
０
１
大

、
八
十
二

二
、　
〓

一十

一
八
、　
一
八
十
二
四
の
二
四
時
間
表
示
）
局
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名
表
示
を
右
書
き
よ
り
左
書
き
に
改
め
る
等
の
改
正
が
あ

っ
た
が
基
本
的
に
は

こ
の
型
式
が
昭
和
六

一
年
四
月
ま
で
踏
襲
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

注（１
）
諸
書
に
記
載
さ
れ
た
甲
府
郵
便
局
の
開
局
時
期
を
発
刊
順
に
記
す
と

次
の
と
お
り
と
な
る
。

○
甲
府
略
志
　
大
正
七
年
　
甲
府
市
役
所
編
　
第
八
章
交
通
　
第
三
節

明
治
大
正
時
代

　

「
郵
便
電
信
電
話
　
明
治
五
年
七
月
、
甲
府
郵
便
所

を
設
け
、
東
京
甲
府
間
の
郵
便
取
扱
を
開
始
す
。
是
よ
り
先
甲
府
横
浜
、

甲
府
吉
原
間
に
郵
便
法
の
設
あ
り
」

○
甲
府
市
制
六
〇
年
誌
　
昭
和
三
四
年
　
甲
府
市
役
所
編
　
第

一
〇
章

土
木
及
び
交
通
　
第
七
節
通
信

「
（略
）
甲
府
で
は
翌
五
年
七
月

一
日
、
勝
沼
、
上
野
原
等
と
共
に

郵
便
役
所
を
柳
町
十
二
番
地
に
お
き
、
そ
の
事
務
を
開
始
し
た
の
が
始

め
で
あ
る
が

（以
下
略
）
」

○
山
梨
県
政
六
〇
年
史
　
昭
和
二
七
年
　
山
梨
県
編
　
山
梨
県
総
合
年

表

　

「
明
治
五
年
七
月
　
甲
府
に
郵
便
事
務
は
じ
ま
る
。
」

○
甲
府
郵
便
局
八
〇
年
史
　
昭
和
三
〇
年
　
刊
行
会

例
言

　

「
一
、
昭
和
二
十
七
年
七
月

一
日
、
甲
府
郵
便
局
は
創
業
八

十
周
年
を
迎
え
た
が
、
そ
の
歴
史
は
明
治
五
年
七
月

一
日
に
さ
か
の
ば

る
。

（以
下
略
）
」

○
甲
府
市
史
　
昭
和
三
九
年
　
甲
府
市
役
所
編
　
第

一
七
章
交
通

・
通

信
　
第
三
節
通
信

「
（略
）
同
年
十

一
月
、
東
海
道
吉
原
駅
か
ら
甲
府
に
い
た
る
枝
道

郵
便
も
開
か
れ
、
柳
町
二
十
二
番
地
に
郵
便
取
扱
所
が
設
け
ら
れ
、
同

町
加
藤
源
六
郎
が
取
扱
人
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
ま
た
、
翌
五
年
七
月
に
は

東
京

・
甲
府
の
各
宿
駅
間
に
郵
便
線
路
が
開
か
れ
、
従
前
の
柳
町
の
郵

便
取
扱
所
を
甲
府
郵
便
役
所
に
切
り
替
え
、
加
藤
が
初
代
の
郵
便
取
扱

人
に
任
命
さ
れ
た
。
こ
れ
が
本
県
最
初
の
郵
便
役
所
で
あ
っ
た
。

（略
）
」

○
山
梨
百
科
事
典
　
昭
和
四
七
年
　
山
梨
日
日
新
聞
社
発
刊
　

「
甲
府

郵
便
役
所

（略
）
同
年
十
二
月
に
は
東
海
道
吉
原
―
甲
府
間
の
支
線
が

開
設
さ
れ
て
、
柳
町
の
加
藤
源
六
郎
方
を
郵
便
取
り
扱
い
所
と
し
、
切

手
を
売
り
さ
ば
か
せ
た
。

（中
略
）
翌
年
七
月

一
日
に
は
東
京
甲
府
間

の
各
宿
駅
に
郵
便
路
線
が
開
か
れ
、
柳
町
の
取
り
扱
い
所
は
正
式
に
甲

府
郵
便
役
所
と
な
り
、
加
藤
が
初
代
の
郵
便
取
り
扱
い
人
に
任
命
さ
れ

た
。
こ
れ
が
現
在
の
甲
府
郵
便
局
の
前
身
で
あ

っ
た
。
」

○
山
梨
県
政
百
年
史
下
巻
　
昭
和
五
〇
年
　
山
梨
県
編
　
第
五
章
商
工

労
働
　
一三
通
信
　
郵
便
事
業
の
進
展
　
「
本
県
の
郵
便
事
業
は
、
明
治

五
年
、
甲
府
に
甲
府
郵
便
役
所
が
設
け
ら
れ
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
。
」

○
山
梨
郷
土
史
年
表
　
昭
和
五
六
年
　
山
梨
郷
土
研
究
会
編

　
「
明
治

五
年
七
月
甲
府
郵
便
局
開
設
」

○
甲
府
の
歴
史
と
文
化
　
昭
和
五
六
年
　
甲
府
市
教
育
委
員
会
　
第
五

近
代
　
一
一近
代
化

へ
の
組
立
て
　

「新
式
郵
便
路
線
と
杉
浦
譲
　
最
初

の
甲
府
郵
便
取
扱
所
は
、
甲
府
柳
町
三
二
番
地
の
飛
脚
問
屋
加
藤
源
六

郎
所
有
の
建
物
が
当
て
ら
れ
、
初
代
郵
便
取
扱
人
に
も
七
月

一
日
か
ら

加
藤
源
六
郎
が
任
命
さ
れ
た
。
こ
の
郵
便
取
扱
所
は
の
ち
の
甲
府
郵
便

役
所
と
な
る
前
身
で
あ
る
が
…

（略
）
同
誌
年
表
　
明
治
四
年
十
二
月

横
浜
―
吉
原
―
甲
府
間
の
新
式
郵
便
路
線
実
験
的
に
実
施
、
　

明
治
五

年
七
月

一
日
　
新
式
郵
便
甲
府
―
東
京
間
正
式
開
通
、
柳
町
三
二
番
地

に
甲
府
郵
便
取
扱
所
設
置
」

（山
梨
郷
土
研
究
会
会
員
＝
投
稿
）
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